
廃プラスチック 回収・リサイクルの流れ

町内回収個所　３５０箇所
回収回数　　２回／月

町内３業者が回収運搬
３トン／月を想定

容器包装類以外

(R7) 92.2トン／年間

(R7) 37.8トン／年間

１０トントラックで運搬
輸送距離　55km

容器包装類

利用製品

一時収集所
大曲仙北広域中央ごみ処理センター
（大仙市・美郷町から回収された廃プラスチック）

株式会社湯沢クリーンセンター　パンフレットより

家庭から出た

・プラ容器、皿

・包装フィルム

・プラ製品 等

令和７年４月より



 　≪美郷町のこれまでの取り組み≫

　「プラスチックに係る資源循環の促進に関する
　法律」（令和4年4月1日施行）第6条「市町村
　はその区域におけるプラスチック使用製品廃棄
　物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要
　な措置を講ずるよう努めなければならない。」
　と規定されたことを受けて、大仙市と共に令和
　5年から2年間に渡り実証実験を行い検討を重
　ね、6年10月9日に「再商品化計画認定申請」
　を経済産業省・環境省に提出し、11月29日に
　認定されました。
　（第22号  東北では3番目  秋田県内では初）
　 ※下記ＱＲより、環境省ＨＰがご覧になれます。

　　　　　　　←（4）再商品化計画

　　　　　　　　　認定自治体一覧

　
　 　　　　　　　　　プラ資源循環の新法→
　　　　　　　　　　　紹介Youtube

　　美郷町では月約3トンの回収を見込んでおり、
　リサイクルが推進されつつ、燃えるごみの量が
　減少することで、環境負荷軽減が期待されます。


